
号

外

四�
平

成
二
十
八
年

三

月
三
十
一
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
消
防
学
校
教
育
訓
練
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

消

防

課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

岐
阜
県
消
防
学
校
教
育
訓
練
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
三
号

岐
阜
県
消
防
学
校
教
育
訓
練
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
消
防
学
校
教
育
訓
練
規
則(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中｢

時
間
数｣

を｢

単
位
時
間
数｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
第
三
号
ハ
中｢

違
反
対
象
物｣

の
下
に｢

の
関
係
者(

当
該
違
反
対
象
物
の
管
理
に

つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
を
含
む
。)｣

を
加
え
、
同
条
第
三
項
中｢

時
間
数｣

を｢

単
位
時
間
数｣

に

改
め
る
。

第
七
条
第
四
項
、
第
九
条
第
三
項
、
第
十
条
第
三
項
及
び
第
十
一
条
第
五
項
中｢

時
間
数｣

を｢

単

位
時
間
数｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
見
出
し
中｢

時
間
数｣

を｢

単
位
時
間
数｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

時
間
数｣

を

｢
単
位
時
間
数｣

に
、｢

三
十
五
時
間
を
標
準｣

を｢

三
十
五
を
基
準｣

に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
見
出
し
中｢

時
間
数｣

を｢

単
位
時
間
数｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

総
時
間
数｣

を｢
総
単
位
時
間
数｣

に
、｢

教
科
目
別
時
間
数｣

を｢

教
科
目
別
単
位
時
間
数｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
中｢

時
間
数｣

を｢

単
位
時
間
数｣

に
改
め
、
同
表
基
礎
教
育
の
部
情
操
の
項
を
削
り
、

同
部
法
制
通
論
の
項
中｢

法
制
通
論｣

を｢

法
学
基
礎
・
消
防
法｣

に
、｢

一
五｣

を｢

二
○｣

に
改

め
、
同
部
消
防
法
の
項
を
削
り
、
同
部
消
防
制
度
の
項
中｢

消
防
制
度｣

を｢

消
防
組
織
制
度｣

に
、

｢

八｣

を｢

九｣

に
改
め
、
同
部
理
化
学
の
項
中｢

一
五｣

を｢

一
○｣

に
改
め
、
同
部
小
計
の
項
中
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｢
八
七｣

を｢

七
二｣

に
改
め
、
同
表
実
務
教
育
の
部
査
察
の
項
中｢

二
四｣

を｢

二
七｣

に
改
め
、

同
部
安
全
管
理
の
項
中｢

一
二｣

を｢

一
六｣

に
改
め
、
同
部
防
災
の
項
中｢

二
二｣

を｢

二
三｣

に

改
め
、
同
部
小
計
の
項
中｢

二
二
三｣

を｢

二
三
一｣

に
改
め
、
同
表
実
科
訓
練
の
部
消
防
活
動
訓
練

の
項
中｢

八
○｣
を｢

八
二｣

に
改
め
、
同
部
救
助
訓
練
の
項
中｢

四
○｣

を｢

四
五｣

に
改
め
、
同

部
機
器
取
扱
訓
練
の
項
中｢

五
○｣

を｢

五
五｣

に
改
め
、
同
部
消
防
活
動
応
用
訓
練
の
項
中｢

八
○｣

を｢

八
五｣

に
改
め
、
同
部
小
計
の
項
中｢

三
五
五｣

を｢

三
七
二｣

に
改
め
、
同
表
そ
の
他
の
部
選

択
研
修
の
項
中｢

五
○｣
を｢
四
○｣

に
改
め
、
同
部
小
計
の
項
中｢

一
三
五｣

を｢

一
二
五｣

に
改

め
る
。

別
表
第
二
一
の
表
中｢

時
間
数｣
を｢

単
位
時
間
数｣

に
改
め
、
同
表
警
防
行
政
の
現
状
と
課
題
の

項
を
削
り
、
同
表
実
技
訓
練
の
項
中｢
一
二｣

を｢

一
五｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
二
の
表
中｢

時
間
数｣

を｢
単
位
時
間
数｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
三
の
表
中｢

時
間
数｣

を｢

単
位
時
間
数｣

に
改
め
、
同
表
予
防
査
察
行
政
の
現
状
と
課

題
の
項
中｢

二｣

を｢

一｣

に
改
め
、
同
表
査
察
実
習
の
項
中｢

査
察
実
習｣

を｢

査
察
・
違
反
処
理

実
習｣

に
、｢

七｣

を｢

八｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
四
の
表
か
ら
六
の
表
ま
で
の
規
定
中｢

時
間
数｣
を｢

単
位
時
間
数｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
七
の
表
中｢

時
間
数｣

を｢

単
位
時
間
数｣

に
改
め
、
同
表
災
害
救
助
対
策
の
項
中｢

二

一｣

を｢

二
三｣

に
改
め
、
同
表
救
急
の
項
中｢

七｣

を｢

五｣

に
改
め
、
同
表
体
育
の
項
中｢

体
育｣

を｢

健
康
管
理｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
一
の
表
中｢

時
間
数｣

を｢

単
位
時
間
数｣

に
改
め
、
同
表
講
話
の
項
中｢

四｣

を｢

一｣

に
改
め
、
同
表
消
防
時
事
の
項
中

｢

一
○｣

を

｢

八｣

に
改
め
、
同
表
安
全
管
理
の
項
中

｢

六｣

を

｢

一
○｣

に
改
め
、
同
表
現
場
指
揮
の
項
中｢

一
五｣

を｢

一
八｣

に
改
め
、
同
表
行
事
そ
の
他
の
項

中｢

三｣

を｢

一｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
二
の
表
中｢

時
間
数｣

を｢

単
位
時
間
数｣

に
改
め
、
同
表
講
話
の
項
中｢

二｣

を｢
一｣

に
改
め
、
同
表
安
全
管
理
の
項
中｢

四｣

を｢

五｣

に
改
め
、
同
表
現
場
指
揮
の
項
中｢

八｣

を｢
一

○｣

に
改
め
、
同
表
行
事
そ
の
他
の
項
中｢

三｣

を｢

一｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
三
の
表
中｢

時
間
数｣

を｢

単
位
時
間
数｣

に
改
め
、
同
表
人
事
管
理
の
項
中｢

三｣

を

｢

四｣

に
改
め
、
同
表
行
事
そ
の
他
の
項
中｢

二｣

を｢

一｣

に
改
め
る
。

別
表
第
四
か
ら
別
表
第
六
ま
で
の
規
定
中｢

時
間
数｣

を｢

単
位
時
間
数｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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